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 令和 3年度 第 3回 全国健康保険協会千葉支部評議会概要報告 

 

開 催 日 令和 3年 12月 14日（火） 14：00 ～ 15：50 

開 催 場 所 千葉 TNビル 4階 千葉支部会議室 

出 席 者 

飯田評議員、小賀野評議員（議長）、椎名評議員、新谷評議員、鈴木評議員、

萩原評議員、米山評議員（五十音順） 

欠席：中野評議員、宮本評議員 

議 題 

１．令和３年度千葉支部の上期実施状況について【報告事項】 

２．令和４年度保険料率について【報告事項】 

３．インセンティブ制度について【報告事項】 

４．令和４年度支部保険者機能強化予算について【報告事項】 

５．その他 

議 事 概 要 

（主な意見等） 

 

事務局より、各議題について説明を行った。 

各評議員からのご意見等は以下の通りである。 

 

１．令和 3年度千葉支部の上期実施状況について【報告事項】                    

 

【学識経験者】 

基盤的保険者機能及び戦略的保険者機能について分かりやすく説明してほしい。 

 

【事務局】 

基盤的保険者機能とは保険者として絶対に止めてはならない、適用徴収や現金給付、現物給付等を

指す。戦略的保険者機能とは、現金給付や現物給付等の医療費を適正化するために、予防医療として

対外的に働きかける保健事業や健康宣言事業を指す。 

 

【学識経験者】 

重症化予防対策の推進における進捗状況の評価について、「新型コロナウイルス感染拡大による影響

（緊急事態宣言等）のため、前年度同期を下回っている」と表記されているが、推測による評価が含ま

れているのか。 

 

【事務局】 

コロナ禍での受診控えが一因であるのは事実である。しかし、国民全体の受診控えが、未治療者の

受診控えに直接的に繋がるデータがないため、その他の原因が影響した可能性もあると考えている。 
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【事業主代表】 

保険証回収率の減少要因は、協会けんぽの人員不足によるものか、各事業所での問題なのか。 

 

【事務局】 

保険証の返納についての広報不足が原因であると考えており、令和 3年 11月 25日に実施した健康

保険委員研修会において周知したところである。また、令和 3年 12月 20日に全事業所宛てに発送さ

れる広報紙及び令和 4 年 1 月に事業所宛てに発送される医療費のお知らせの送付書裏面に掲載するな

ど、今後も広報を継続する。 

 

【被保険者代表】 

保険証の回収は事業主の義務か。例えば、国民健康保険に切替時等に、切替先の保険者で回収はで

きないのか。 

 

【事務局】 

施行規則上、事業主が責任を持って回収するものと定められている。 

 

２．令和 4年度保険料率について【報告事項】                          

３．インセンティブ制度について【報告事項】                          

 

【被保険者代表】 

インセンティブ制度の見直しによる今後の千葉支部の見解を示してほしい。全国一律の土俵では大

規模支部は不利。同規模のカテゴリ分けで評価するならまだ検討の余地はあると思うが、千葉支部を

含め、大規模支部が土台を支えており、インセンティブの恩恵はない。これまで通りであれば今後も

恩恵を受けることは厳しいと思う。 

 

【学識経験者】 

取組内容の成果が、明確な数字としてなかなか現れず、大規模支部の状況は厳しい。 

 

【事務局】 

他支部においてもインセンティブ制度のスキーム自体が協会けんぽの事業に一致しているのか疑問

を投げかけている評議員がいるのも事実である。しかし、当面は医療費を抑えるために必要であると

考えている。千葉支部においても、慎重に対応していきたい。 

 

４．令和 4年度支部保険者機能強化予算（案）について【報告事項】                       

 

【学識経験者】 

令和３年度と比較して、予算を増額したところはさらに発展するよう事業を実施してほしい。 

  

５．その他                                       



3 

 

 

① 業務部における山崩し方式定着活動について 

 

【学識経験者】 

現実的にすべての職員のスキルアップが図れるのか。また、サポートする人のモチベーション維持

が心配である。さらに、スキルアップに対する待遇や昇格等の評価体制の整備も進めるべき。人員配

置の面で最少人数ではなく余裕も必要ではないか。 

 

【事務局】 

 スキルアップについては、ジョブローテーションや OJT を実施している。今後はシステム化に伴

い、基盤的事業の合理化・多能化を図りながら、最終的には基盤的事業から人員を戦略的事業へシフ

トしていく。保健事業や医療費の適正化の専門性がある業務にも人員を重点的に配置し、注力してい

く予定である。 

 

② 歯科による関わりが医科医療費に与える影響について 

 

【被保険者代表】 

歯科医師会において、今回のような歯科受診と医科医療費に関する分析等の発表はされていないの

か。口腔ケアは病気の予防にもなるので、今後も分析を進めていただきたい。 

 

【事務局】 

 今回の共同分析の経緯は、協会けんぽが持つ膨大なレセプトデータを使用し、様々な切り口から分

析してみたいと千葉県歯科医師会から相談されたことがきっかけである。医療費の抑制において、口

腔ケアの重要性が謳われているが、そういった仮説を証明するためにも現在分析を進めているところ

である。しかし、データの絶対量がまだ少ないこともあり、経年比較を行いたいが、令和２年度以降の

医療費データはコロナ禍による受診控えが影響しており、単年度分析にならざるを得ないと考えてい

る。 

 

特 記 事 項 
・次回は令和 4年 1月 14日（金）開催予定。 

・傍聴者なし 

 


